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資料１



ＮＧＸ株を利用して生産されたキシラナーゼ 

１．趣旨 

「ＮＧＸ株を利用して生産されたキシラナーゼ」については、令和７年５月 14 日付

けでダニスコジャパン株式会社から、遺伝子組換え添加物の安全性審査の申請があった

ことから、食品安全基本法（平成 15年法律第 48号）第 24条第 1項第 14号等の規定に

基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼するものである。 

２．評価依頼品目の概要 

本品目は、生産性の向上を目的として、Trichoderma reesei ＲＬ－Ｐ37株を宿主と

し、Fusarium verticillioides ＦＣＰ906Ｄ株由来の改変型キシラナーゼ遺伝子の導入

等を行ったＮＧＸ株を利用して生産されたキシラナーゼである。 

３．酵素の機能 

本品目は、アラビノキシランのβ－１，４－グリコシド結合を加水分解する酵素である。 

４．利用目的及び利用方法 

本品目は、小麦からの糖化製品の製造と醸造アルコールの製造工程で使用される。用

途及び使用形態は従来のキシラナーゼと相違はない。 

５．海外の状況 

本品目は、デンマーク、フランス、オーストラリア・ニュージーランド等において承

認等されている。 

６．今後の方針 

食品安全委員会からの食品健康影響評価の結果を踏まえ、官報公告等の手続を進める。 
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